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織及び運営に関する法律」の改正による校長の権限強

化、2000年度からのいわゆる「民間出身校長」の導入、

2007年の学校教育法改正による「主幹教諭」「指導教

諭」といったあらたな制度的リーダー層の創出など、

この10年前後の間に、学校経営におけるリーダーシッ

プをめぐっては具体的な政策の展開もある。

そこで本稿では、今後の日本における校長から主任

に至るトップ、ミドルレベルのリーダー層（以下「ス

クールリーダー」と称する）の養成、採用、研修の制

度設計――ただし、たとえば独自の免許制度を設ける

ことを前提とするのでなく、そうした制度の利害得失

自体も検討課題とすべきであろうが――のヒントとし

て、米国の ISLLC（ Interstate School Leader

Licensure Consortium、 州間スクールリーダー免許

授与コンソーシアム）の開発した「教育リーダーシッ

プ 政 策 基 準 （ Educational Leadership Policy

Standards）：ISLLC 2008」（CCSSO、2008a）をと

りあげる1）。ISLLCの政策基準は、1996年に初版が公

表され、2008年に改訂されて ISLLC 2008となったが、

1996年版は全米43の州においてそのまま、あるいは自

州の制度設計の参考として活用されるなど、影響力の

はじめに

2010年６月３日、川端達夫文部科学大臣（当時）か

ら中央教育審議会に対し、「教職生活の全体を通じた

教員の資質能力の総合的な向上方策について」の諮問

が行われた。その背景に、民主党が野党時代に国会に

提出し、参院では可決された（2009年６月）「教育職

員の資質及び能力の向上のための教育職員免許の改革

に関する法律（案）」があるのは周知の通りである。

この法案では、教諭・養護教諭の普通免許状を「一

般免許状」「専門免許状」に区分している。そして、

前者の取得要件を大学院修士課程修了、後者の取得要

件を「一般免許状取得後８年の実務経験＋教職大学院

での専門分野（教科指導、生活・進路指導、学校経営

のうち１つ）の学修」に改め、さらに、校長、副校長、

教頭は原則として学校経営に関する専門免許状の保持

者とするものとしている。もっとも、こうした構想に

ついては、財政上の制約、教員養成系修士課程及び教

職大学院（とくに後者）の定員の少なさなど課題も山

積しており、その実現は疑わしいとの見方もある。

とはいえ、一方では、1998年の「地方教育行政の組
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盟団体である教育リーダーシップ選出委員会

（Educational Leadership Constituent Council, ELCC）

による、養成課程に焦点化した ELCC基準（NPBEA、

2003）がある。

こうした全米的な基準が策定されるにいたった理由

として、CCSSO（1996）は、学校管理職のリーダー

シップスキルのポートフォリオに影響する、社会・教

育全般の変化が学校に対してもたらしている３つの大

きな変化を挙げている（CCSSO、 1996: 6）。

第１に、より多くの生徒に教育上の成功をもたらす

ための学びと教え、さらにそれにまつわる知識、知性、

アセスメント、授業といった概念の再定義である。

第２に、階層性・官僚制を特徴とする学校組織に対

抗した、コミュニティに焦点化し、ケアリングを中心

とした学校教育の構想の急速な台頭である。

第３に、保護者、企業セクター、地域リーダーとい

った、校舎の外のステイクホルダーの学校運営上の役

割の増大である。

こうした変化は、予算・人事の管理を業務の中心と

する旧来のリーダー役割に代わって、教育上のリーダ

ー（instructional leader）という役割を前面に出しつ

つ、さまざまな課題をスクールリーダーに課すことに

なる。たとえば、 ISLLC 基準の開発に参画した

Murphy らは、新たなスクールリーダーの役割を、

「地域の奉仕者（community servant）」、「組織の設計

者（organizational architect）」、「社会の設計者

（social architect）」、「道徳的指導者（moral educator）」

と整理している（Murphy, Yff,  Shipman, 2000: 19-

23）。こうした多様な役割を果たし得るスクールリー

ダーを確保するため、州を超えた全米的な協力のもと

で、基準が策定されるに至ったのである。

1-2 ISLLC 2008の概要

ISLLC 2008は、次頁の表1-2のように、計６項目の

「基準（standard）」と、各々の基準についてスクール

リーダーが果たすべき「機能（function）」が３～９

個ずつ提示される構成になっている。基準はすべて、

「教育リーダーは……を通じてひとりひとりの（every）

生徒の成功を促進する」という表現になっており、

「アカウンタビリティの基礎単位」（浜田、2004: 275）

としての学校の教育上の成果を挙げるというリーダー

役割が強調されたものになっている。

大きいものである（ISLLC、2008a:2。以下、本稿で

は、個々の版を指す場合は ISLLC 1996、ISLLC 2008、

両版を含めた総称としては ISLLC基準という語を用

いる）。

日本における先行研究としては、1996年版の概要を

紹介した上で、各州の管理職養成システムへの影響を

分析した大竹（2000）、1980年代後半以降の米国にお

ける校長養成改革の動向の中に ISLLC基準を位置づ

けた浜田（2004）などがある。しかし、それ以降、必

ずしも活発に研究されているとはいえない。とくに、

2008年改訂をふまえた検討、日本のスクールリーダー

養成への示唆といった分析は課題として残されている。

具体的な論点として、本稿では、第１に、ISLLC

2008及び関連文書において、スクールリーダーの資質

がどのようなものと捉えられているかについて提示す

る。第２に、ISLLC 準拠のスクールリーダー養成テ

キストを手がかりに、「基準」に示されたスクールリ

ーダーの資質をより具体的に分析する。第３に、

ISLLC基準への米国内での批判についても検討し、ス

クールリーダーの資質向上にかかわる課題を析出する。

１　ISLLC基準とは

1-1 ISLLC 1996策定の経緯

かつて、米国におけるスクールリーダー養成は、大

学院レベルの養成課程、管理職独自の免許といった点

は全米的に共通でありつつ、具体的な養成課程等の内

容は個々の州が独自に決定してきた（大竹、 2000:

261）。しかし、『危機に立つ国家』（1983年）以降の米

国における一連の教育改革をうけて、全米的な教育の

卓越性（excellence）を追求する動向の中、スクール

リーダーについても、養成、採用、研修全体にわたる

国家的な基準――もちろん、そのまま全米で統一的に

適用するというよりは、自州での基準開発の参考に供

するといった趣旨のものではあるが――の策定が行わ

れるようになる。

本稿でとりあげる ISLLC基準の初版は、全米州教

育長協議会（Council of Chief State School Officers,

CCSSO）が展開した ISLLCの活動によって、1994年

から２年間かけて策定されたものである。ちなみに、

全米的なスクールリーダー基準としてはその他に、

CCSSO と同じく全米教育政策委員会（NPBEA）加
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基準本文についての旧版からの変更点としては、

ISLLC 1996が「学校管理職（school administrator）

は……すべて（all）の生徒の成功を促進する教育リ

ーダーである」となっていたのに対し、ISLLC 2008

では、 administratorという語を廃している。この点

は単なる語句上の問題ではなく、教育リーダーが校内

大まかにいえば、基準１がヴィジョンの策定、基準

２が学校文化の創出、教え・学びに関する方針策定と

評価、基準３が予算・人事等のマネジメント、基準４

が地域やその他の利害関係者との連携・協働、基準５

がリーダー自身の倫理・コンプライアンス、基準６が

政策や社会的文脈への対応ということになろう。
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基準 機能

基準１：教育リーダーは、すべての利害
関係者に共有され支持される学びのヴィ
ジョンの開発、明確化、適用、管理を促
進することを通じて、ひとりひとりの生
徒の成功を促進する。

Ａ．共有されたヴィジョンとミッションを協同で開発し適用する。
Ｂ ．目標を確定し、組織の効果をアセスメントするためにデータを
収集・活用し、組織の学びを促進する。
Ｃ．目標達成にむけた計画を創造し実行する。
Ｄ．継続的で持続可能な改善を促進する。
Ｅ．進歩をモニターし、評価し、計画を改訂する。

基準２：教育リーダーは、生徒の学びと
スタッフの専門的成長につながる学校文
化 と 教 育 プ ロ グ ラ ム（instructional 
program）を支持し、助成し、維持する
ことにより、ひとりひとりの生徒の成功
を促進する。

Ａ．協同、信頼、学び、高い期待という文化を助成し維持する。
Ｂ ．総合的、厳格かつ一貫した教育課程（curricular program）を
創出する。
Ｃ ．生徒たちのための個に応じた、動機づけに富む学習環境を創出
する。
Ｄ．授業を監督する。
Ｅ ．生徒の進歩をモニターするためのアセスメントと説明責任履行
のシステムを創出する。
Ｆ．スタッフの授業力とリーダーシップ能力を開発する。
Ｇ．質の高い授業に費やされる時間を最大限確保する。
Ｈ ．教授と学習を支える最も効果的で適切なテクノロジーの利用を
促進する。
Ｉ．授業プログラムの効果をモニターし評価する。

基準３：教育リーダーは、安全で、効率
的で効果的な学習環境のために、組織と
その運用・資源のマネジメントを確保す
ることにより、ひとりひとりの生徒の成
功を促進する。

Ａ．マネジメントと運用中のシステムをモニターし評価する。
Ｂ ．人的、財政的、技術的資源を獲得し、配置し、調整し、効率的
に利用する。
Ｃ．生徒やスタッフの福祉と安全を促進し保護する。
Ｄ．分散型リーダーシップの能力を開発する。
Ｅ ．教師と組織との時間が質の高い教授と生徒の学習とに確実に焦
点化するようにする。

基準４：教育リーダーは、学校・コミュ
ニティの成員と協働し、コミュニティの
多様な利害とニーズに応え、コミュニ
ティの資源を活用することによって、ひ
とりひとりの生徒の成功を促進する。

Ａ．教育環境に関連して適切なデータと情報を収集し、分析する。
Ｂ ．コミュニティの多様な文化的・社会的・知的資源の認識と理解
と活用とを促進する。
Ｃ．家族および養育者との肯定的な関係を構築し維持する。
Ｄ．コミュニティのパートナーとの生産的な関係を構築し維持する。

基準５：教育リーダーは、誠実さと公正
さとをもって、倫理的な仕方でふるまう
ことによって、ひとりひとりの生徒の成
功を促進する。

Ａ ．それぞれの生徒の学業的・社会的成功のための説明責任履行の
システムを確保する。
Ｂ ．自己認識、省察的実践、透明性、倫理的行動のための原理のモ
デルになる。
Ｃ．民主主義、平等、多様性といった諸価値を擁護する。
Ｄ．意思決定に伴う潜在的な道徳的・法的帰結を熟慮し評価する。
Ｅ ．社会正義を促進し、個々の生徒のニーズが学校教育のすべての
側面にわたりふまえられるようにする。

基準６：教育リーダーは、政治的・社会
的・経済的・法的・文化的文脈について
理解し、応答し、それに働きかけること
によって、ひとりひとりの生徒の成功を
促進する。

Ａ．子ども、家族、養育者を擁護する。
Ｂ ．生徒の学びに影響する地域や学区や州や国の決定に影響力を行
使する。
Ｃ ．リーダーシップ戦略を適用するにあたり、新しい動向や政策イ
ニシアティヴを評価し、分析し、それらに備える。

（CCSSO、 2008a： 14－15により作成）

表1-2 ISLLC 2008



であるが、それぞれの基準に対し、関連する「知識」

「スキル」「構え（disposition）」が計19個～39個ずつ

配置されていた。そこから表１のような形へ簡略化さ

れた理由は、ISLLC 1996が知識、スキル等を詳細に

示し過ぎたことにより、本来の意図である政策基準を

こえて、養成プログラム等の直接的な基準として受容

されがちだったこと、またそれによって各州のプログ

ラムが硬直化したことへの反省であると説明されてい

る（CCSSO、 2008: 5-6）。

そこで、ISLLC 2008に附随して、各州での一貫し

た制度設計を支援するために、基準自体とは分けた形

で『教育リーダーに期待されるパフォーマンスとその

指標』（CCSSO、2008b）が公表されている。これは、

レベルでは校長など特定の職種のトップリーダー層か

ら、主任層や、必ずしもリーダー的な分掌には就いて

いない層にも拡大されたことの反映である。機能 3-D

に ISLLC 1996にはなかった「分散型リーダーシップ

（distributed leadership）」2）という概念が明示されて

いることとあわせ、この点は重要な変更点である。

さらに、生徒の成功について、「学校総体としての」

というニュアンスを含むallから、より個々の生徒に

目を向けるニュアンスの everyへと語を改めた他、若

干の語句の加除がある。

1-3 基準の具体化としてのパフォーマンス、指標

なお、ISLLC 1996では、基準の総数は同じく６個
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期待されるパフォーマンス 要素

1.ヴィジョン、ミッション、目標

　教育リーダーは、学びの共通のヴィジョン、組織
の強力なミッション、ひとりひとりの生徒への高い
期待を創出し適用することによって、すべての生徒
の達成を確かなものにする。

Ａ：すべての成員への高い期待

Ｂ：ヴィジョン、ミッション、目標の適用への共通の献身

Ｃ：ヴィジョン、ミッション、目標にむけた継続的な改善

2.教えと学び

　教育リーダーは、教えと学びをモニターし、継続
的に改善していくことを通じてすべての生徒の達成
と成功を確保する。

Ａ：強力な専門職文化

Ｂ：厳格なカリキュラムと指導

Ｃ：アセスメントとアカウンタビリティ

3.有機的なシステムと安全をマネジメントする

　教育リーダーは、安全で、高いパフォーマンスの
学習環境のための有機的なシステムと資源とをマネ
ジメントすることにより、すべての生徒の成功を確
かなものにする。

Ａ：効果的な業務体系（operational systems）

Ｂ：調整された財政的・人的資源

Ｃ：生徒とスタッフの福祉と安全を守ること

4.家族および利害関係者と協働する

　教育リーダーは、コミュニティの多様な利害と
ニーズを代表する家族や利害関係者と協働すること
と、教えと学びを改善するコミュニティの資源を活
用することにより、すべての生徒の成功を確かなも
のにする。

Ａ：家族およびコミュニティの成員との協働

Ｂ：コミュニティの利害とニーズ

Ｃ：コミュニティの資源への立脚

5.倫理と誠実

　教育リーダーは、倫理的にふるまい、誠実に行動
することによってすべての生徒の成功を確かなもの
にする。

Ａ：倫理的・法的基準

Ｂ：個人の価値観や信念の検証

Ｃ：自他への高い基準の維持

6.教育システム

　政策策定者との協働は、教育政策の策定と教育改
善への公共的努力の効果とに情報をもたらし、それ
らをよりよいものにする。

Ａ：専門職としての影響力の行使

Ｂ：教育政策環境への貢献

Ｃ：政策への関与

（CCSSO、2008b:13-30より作成）

表1-3 ISLLC 2008―期待されるパフォーマンスとその要素―



ことを想定している（Hanson、2009:4）。

ステップ１：ケースを要約する。

ステップ２：問題を言明する。

ステップ３：「人」「場所」「プログラム」の３要

素の各々に即してデータを列挙する。

ステップ４：重要なデータを検討し、優先順位を

つけ、位置づける。

ステップ５：問題を解決する際およびケーススタ

ディの設問に回答する際に、データを参照する。

テキスト中の各ケースは、「舞台となる学校等の概

要」、「問題（その学校等に生じた問題の叙述）」、「ケ

ースの分析枠組（上述のステップ１～５の当該ケース

への適用。ステップ２では、問題を１文で言明するよ

う指示される）」、「調査・熟慮されるべき問い」「リー

ダーシップへの習熟を高める：ISLLC 基準○○に即

して」という構成になっている。

一方、Midlock（2010）では、ケースの叙述（学習

者がどのリーダーの立場で考えるべきかもそこで指示

される）に続き、学習者が課題解決において考慮すべ

き「倫理上の配慮事項」が比較的詳細に示される。課

題解決の書式は、「・」を用いて箇条書きにするよう

指示されている。

Hanson（2009）と異なり、Midlock（2010）では、

ケースは「指導上のリーダーシップ」、「倫理とマネジ

メント」、「カリキュラムの編成と開発」、「教職員の監

督」、「学校とコミュニティとの関係、戦略の策定」、

「教育リーダーシップにおける多様性の問題」といっ

た分類のもとに配置されている（ケース数は計62）。

また同書の場合、ケースはすべて実話をもとにして

おり、巻末に各ケースについての実際の結末が紹介さ

れているのも特徴的な点である。もちろん、これは

「模範解答」として提示されているわけではなく、結

果的には問題解決が失敗に終わったとみられるケース

も少なからず含まれている。

この点についてMidlock（2010）は、実際の問題解

決では、限られた情報で判断を下さざるを得ないこと

も多いこと、その時点で最善と思われる判断が後にな

ってみれば必ずしもそうでないことも多いこと、など

を指摘し、「教育リーダーシップの不確定性に学習者

をできるだけ備えさせたい」との意図を表明している

基準の１～６にそれぞれ対応した「期待されるパフォ

ーマンス（performance expectation）」、そのパフォー

マンスに象徴される「構え」、パフォーマンス及び鍵

概念に関する「説明（narrative）」、パフォーマンス

を構成する「要素（element）」、その要素の具体的な

「指標（indicators）」から成るものである。各々のパ

フォーマンスに対し、要素は３個ずつ、指標は11～16

個ずつが配当されており、ISLLC 1996の「知識、ス

キル、構え」よりは精選されている。

これについては、紙数の関係で全訳は掲載できない

けれども、表1-3に、期待されるパフォーマンスとそ

の概要、要素の一覧を示しておく。

さて、では、こうした基準と、基準に則して期待さ

れるパフォーマンスとは、実践上はどのようなものと

してイメージされるのであろうか。その点を明確にす

るために、次章で、ISLLC 基準に準拠したスクール

リーダー養成テキストをとりあげて分析する。

米国におけるスクールリーダー養成においては、具

体的な問題状況に関連して知識、スキルを獲得させる

ケーススタディ、PBL（Problem Based Learning）と

いった学習法が多用されている（後者については牛渡、

2002など参照）。ISLLC基準についても、それに準拠

したテキストが複数出版されており、こうしたテキス

ト中のケースで想定されている、スクールリーダーが

解決すべき問題から、スクールリーダーの力量への期

待が具体的にみてとれるのである。

２　ISLLC 基準のリーダー像

―スクールリーダー養成テキストから―

2-1 ２つのテキストと全般的特徴

ここでは、ISLLC 基準に準拠したケーススタディ

を中心としたスクールリーダー養成テキストとして、

Hanson（2009）、Midlock（2010）の２冊をとりあげ

る。このうち前者は ISLLC 1996準拠であるが、前述

のように、基準本体については、1996と2008との間に

大きな差はないため、本稿での検討にかかわっては支

障はない。

Hanson（2009）は、44のケース（各々が複数の基

準に関連）を、以下のような問題解決図式に沿って学

習者が分析し、「自分がケース中に登場するリーダー

だったら」という想定のもとで解決策を提案していく
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校との連携という目標にとっては逆効果だ」というも

のである。こうした状況で、副教育長としてどうする

かを、ISLLC 基準３「教育リーダーは、安全で、効

率的で効果的な学習環境のために、組織とその運用・

資源のマネジメントを確保することにより、ひとりひ

とりの生徒の成功を促進する」に適合するように提案

せよ、というのが学習者に課される課題である。

また、Hanson（2009）のケース5（Hanson、2009:

26-30）では、学習者はケースの主人公と同学区の校

長の立場に立つ。主人公が校長として赴任した小学校

では、「すべての人種、階層等の生徒集団が十分な１

年ごとの進歩（Adequate Yearly Progress、 AYP）を

示すこと」という NCLB 法（No Child Left Behind

Act。同法については松尾、2010の第８章など参照）

の要請への説明責任を果たすため、毎年標準テストを

行っている。このテストでどれか1つでも人種等のグ

ループが AYPを示せなければ、その学校は失敗した

とみなされてしまう。しかしこれには抜け道があり、

一定の手続きによって移民生徒の成績を集計から除外

することが可能なため、この学校でも従来はそうして

いた。

しかし、主人公の校長は、この慣例をやめ、従来集

計から除外されていたヒスパニック系移民生徒の成績

を集計に含めるよう主張する。教師たちは当初反対す

るが、最終的に校長の方針に従う。しかし、校長に無

断で、テスト時の無用なストレスを軽減するため、移

民生徒にのみ計算機の使用を許可することにより、成

績を向上させようとする。

こうしたやり方になって２年目、連邦政府の担当者

が、この学校が移民生徒を集計から除外していないの

に AYPを順調に示していることに不審を抱く。結果

として計算機の使用が発覚し、学校はその年の成績を

無効とされ、ペナルティを課されてしまう。しかし、

主人公の校長は、NCLB法の実態は当初の目的とは反

対物に転化してしまったと批判し、自分たちのやった

ことは間違っていないと教師たちに語る。

このケースにかかわって、NCLB法への賛否、主人

公の校長への賛否、生徒の進歩を把握する上での地方、

州、連邦政府それぞれが果たすべき役割などの問い、

学習評価としての標準テストの妥当性の如何などの問

いが学習者に発せられる。

さらに、最後の「リーダーシップへの習熟を高める」

（Midlock、2010: 7）。

いずれのテキストでも、各ケースについて、関連す

る ISLLC基準が指定されており、問題解決にあたっ

てそれらの基準をふまえることが学習者には要請され

ている。なお、想定されている「リーダー」は、学校

内のものだけでなく、地方教育行政のそれをも含んで

いる。

2-2 政策との緊張関係

さて、これらのテキストに共通しており、また日本

のスクールリーダーがおかれている状況との関連で興

味深いのは、第１に、連邦政府や州レベルの政策と、

スクールリーダーや学校スタッフの教育的信念・判断

との間にかなりの緊張関係が想定されていることであ

る。もとより、現実の学校運営や地域レベルの教育行

政において、連邦政府や州の政策からの自律性がどの

程度存在するかは別の問題ではあるけれども、養成・

研修等のプロセスでこうした緊張関係が積極的にとり

あげられ、政策への批判的思考が奨励されている点は

やはり軽視はできない。

たとえば、Midlock（2010）に収録されているケー

ス2-4（Midlock、2010: 14-16）では、学習者は都心部

の学区のカリキュラム・指導担当（保育～高校までを

管轄）の副教育長の立場に立つ。この学区には貧困層

が多く、そうした家庭の学校教育への参加を促進する

ため、副教育長は、「保護者参加プログラム」を校長

会で提案する。これは、保護者側は子どもの定期的な

出席の確保、教師たちとの連絡などを、学校側は保護

者への綿密な連絡、学習サポートプログラムの組織な

どを約束した同意書を交わし、双方の署名入りの同意

書を家庭、学校の双方に掲示するというものである。

そのことによって、同意書に署名した家庭、学校双

方の子どもの教育への参加・改善意欲は向上したと学

区の校長たちには感じられていた。しかし、教育長が

突然、「あらゆる政策にはデータの裏付けが必要なの

で、『保護者参加プログラム』の有用性を証明するデ

ータが提出できないのなら、このプログラムを即刻中

止するように」と宣言する。

この副教育長や校長たちの判断は、「データを出す

とすれば同意書に署名している家庭の比率くらいだ

が、その数値を向上させるために事情があって署名で

きない／しない保護者に無理強いするのは、家庭と学
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が転校してくることになった。主人公が校内の言語療

法士に相談に行くと、この３人を受け入れると法令上

自分が担当可能な人数を超過し、法令違反の状態にな

るといわれてしまう。

そこで主人公は校長に対し、上記の支援担当職員の

予算を活用し、半日勤務の言語療法士を雇うよう進言

する。しかし校長は、「その予算はフルタイムの教育

的介入の専門家を雇うのに使うから、言語療法士を新

たに雇う予算はない。３人の子どもを言語療法プログ

ラムから外せば法令には違反しないではないか」と主

人公に言い放つ。

こうした状況で、ISLLC基準６「教育リーダーは、

政治的、社会的、経済的、法的、文化的文脈について

理解し、応答し、それに働きかけることによって、ひ

とりひとりの生徒の成功を促進する」を考慮しつつ解

決策を提案することが、学習者に課せられるのであ

る。

このケースでは、テキストに紹介された現実の帰結

（Midlock、2010: 148-149）は、誰しも思いつくような

「教育的介入の専門家と言語療法士とをそれぞれ半日

勤務で雇う」というものであり、それ自体には面白み

はない。しかし、ケースの構造は、「形式的な法令遵

守とひとりひとりの生徒の利益（をめざす教師の教育

的信念）とのコンフリクト、および、それぞれを代表

するリーダー間のコンフリクト」という普遍性をもっ

たものである。日本の状況に引きつけていえば、たと

えば「特定課題での教員加配の『目的外利用』は許さ

れるか、許されるとすればどこまでか」といった、少

なくない現場が直面する課題との構造上の共通性も看

取されよう。

さらに、行政職とはいえ校長より下位に位置する

（テキスト中では、校長との関係をこじらせることに

よって主人公が現職を失う可能性さえ示唆されてい

る）ミドルレベルのリーダーに、教育的信念にもとづ

いた自律的な判断が奨励されていることも重要な点で

ある。

３　ISLLC基準への批判

3-1 ISLLC基準の普及過程で浮上した困難

先述のように、ISLLC 1996は全米43州で活用され

るなど、マクロレベルでみれば急速に定着してきたよ

では、ISLLC 基準２「教育リーダーは、生徒の学び

とスタッフの専門的成長につながる学校文化と教育プ

ログラムを支持し、助成し、維持することにより、ひ

とりひとりの生徒の成功を促進する」、および５「教

育リーダーは、誠実さと公正さとをもって、倫理的な

仕方でふるまうことによって、ひとりひとりの生徒の

成功を促進する」に即し、以下のような課題が提示さ

れる。

すべての生徒を標準テストの手続に参加させてい

る学校が〔それ故の不成績のために〕ペナルティ

を課されることなく、すべての生徒が学習におけ

る進歩を検証されることを可能にするような、

NCLB法の再編計画を立案しなさい。

もとより、個別のスクールリーダーが養成・研修過

程でこのような課題にとりくんだからといって、実際

にこれらのリーダーに州レベル以上の政策への大きな

発言権が付与されるというわけではない。とはいえ、

与えられた権限内でよりよいリーダーシップを行使す

るためにも、上位の政策を絶対視せず、それへのオー

ルターナティヴがあり得るという可能性を認識させる

ことには大きな意義があろう。

2-3 リーダー間のコンフリクト

前節でふれたような緊張関係は、連邦政府や州など

の「権力」と地方・学校などローカルなリーダーとの

間だけで想定されているわけではない。本稿でとりあ

げているテキスト類で興味深い点の第２は、よりミク

ロなレベルでのリーダーシップ間のコンフリクトが率

直に扱われている点である。

たとえば、Midlock（2010）所収のケース3-8

（Midlock、2010: 38-41）では、学習者は、主人公であ

る特殊教育コーディネーター（学校等に配置される低

位の行政職）の役割で問題解決にとりくむ。主人公の

勤務校がある自治体では、きめ細かな特別支援教育の

ため、学校あたり１人ずつフルタイムの支援担当職員

を置けるだけの予算が組まれた。

そうした折、主人公の勤務校に、個別教育計画

（Individualized Education Program, IEP。特別支援を

要する子どもに対し法令上作成が義務づけられたも

の）によれば言語療法士の指導を要する３人の子ども
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対極に位置するものなので、その点はとくに問題だと

いうのである。

このうち、前者の批判に対しては、たとえば

Waters & Grubb（2004）など、リーダーシップの諸

側面の学校の成果（とくに生徒の成績）への効果を明

示しようとする研究も多数行われている。しかし、た

とえば校長の力量を測定する上での ISLLC基準の有

効性をヴァージニア州で検証しようとした Owingsら

（Owings et al., 2005）が自ら指摘するように、校長の

リーダーシップを、勤務校の効果と独立に評価するこ

とはきわめて困難である。とくに生徒の成績が低い学

校では、教師、生徒双方の入替りが激しく、そもそも

リーダーシップが発揮される条件が乏しいため、校長

の力量が実際以上に低く評価されがちであるという

（Owings et al., 2005; 111）。

後者の問題については、NCLB法に代表される基準

の「猛威」のもとでの批判として理解できる半面、本

稿の2-1～2-3でみてきたように、ISLLC（および

ELCC）準拠のテキストやそれにもとづく授業では、

政策の忠実な履行にとどまらない省察が養成・研修過

程で展開される可能性も否定できない。今後、より実

態に即した分析が求められるところである。

おわりに

以上、ISLLC 基準とそれによるスクールリーダー

の資質向上をめぐるいくつかの論点について概観して

きた。上述のように、ISLLC 基準はあくまで各州で

の具体化を前提とした大綱的な政策基準であり、その

成否をみるには、やはり個々の州での養成・研修の展

開を見る必要がある。この点については今後を期した

い。

さらに、日本においても、たとえば東京都教育委員

会など、学校管理職候補者に対して数年にわたる計画

的な研修を課す試みも出現している。こうした動向と

本稿で検討したような米国の動向との対比も重要な課

題として残されている。

註

１) ISLLC 2008で想定されている「教育リーダー」は、学校レ

ベルでは校長、教師の中のリーダー層、主任、地域レベルで

は視学、カリキュラム・スーパーヴァイザー、アセスメント

うではある。しかし、現場レベルでみれば、さまざま

な課題も指摘されている。

たとえば、Murphyら（2000）は、1998年に、全米

各州の教育行政担当者に電話インタヴューによる

ISLLC 1996の活用状況調査を行っている。その中で、

学力についての基準（standard）によるアカウンタビ

リティ・システムがすでに構築された州では、ISLLC

基準の導入も比較的スムーズである一方、学校管理職

の需要が供給を上回っていたり、管理職の待遇が一般

教師とさほど変わらないような州では、基準の導入

（による負担増）が人材確保をさらに困難にするとの

声もきかれたという（Murphy et al., 2000: 30）。

また、ワシントン州の教育長および校長に対し、校

長の力量を評価する上での ISLLC 1996の有効性を尋

ねた Derrington & Sharratt（2008）は、主として校

長から、「ISLLC基準を用いた評価には、必要以上に

多数の、しばしば余分な項目があるため、時間がかか

りすぎる」という声があったことを紹介し、具体的に、

「私のかかわったことのある評価プロセスの中で、私

自身の自己評価と目標設定ほどの効果をもったものは

皆無だった」という１人の校長のコメントを引いてい

る（Derrington & Sharratt, 2008: 25）。

これらの事態には、日本における教員の「資質向上」

策が、もっぱら教員および教員志望者への要求・負担

を増やすことにのみ汲々とし、待遇改善など教職の魅

力を増加させるという面ではおよそ無為無策であるこ

とと重なる面がある。

3-2 基準自体および基準による統制への批判

よりふみこんだ批判として、たとえば English（2000）

は、ISLLC 基準には、妥当性を支持する経験的証拠

が不在であり、根本的に不適当だと断じている。

さらに English（2003）では、ELCC基準（上述の

ように、内容的には ISLLC 基準と大きく重なるが、

もっぱら養成課程に焦点化している）をとりあげ、そ

の要請を満たさない大学カリキュラムが「不適格」の

烙印を捺されリーダー養成から駆逐されることによ

り、スクールリーダーを画一化していくと批判してい

る。ELCC基準（や ISLLC基準）で想定されるリー

ダー像は、Englishにいわせれば、近年の教師研究に

おいて注目される「省察する実践家（ref lect ive

practitioner）」（Schön（柳沢・三輪訳）、 2007）とは
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